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存
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だ
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－
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江
業
統
計
調
渣
・
県
馳
揚
齢
勤

玉
業
続
。
離
調
査
に
愚
協
ガ
ぐ
だ
ざ
い

　
昭
和
五
十
七
年
工
業
統
計
調
査
が

十
二
月
三
十
一
日
現
在
で
実
施
さ
れ

ま
す
。
大
正
九
年
か
ら
毎
年
継
続
し

て
行
わ
れ
て
い
る
こ
の
調
査
で
は
、

我
が
国
の
製
造
業
の
す
が
た
や
活
動

状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
調
査
結
果
は

指　数　表

（昭和51年＝100）

重
鰍

国
、
県
の
み
な
ら
ず
、
地
域
に
お
い

て
も
地
場
産
業
の
動
き
や
、
進
出
企

業
の
動
向
な
ど
を
知
る
貴
重
な
資
料

と
な
り
ま
す
。
年
末
年
始
の
お
忙
し

い
時
期
に
お
手
数
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
調
査
員
が
各
事
業
所
に
伺
い
ま

す
の
で
．
こ
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

望製造品出荷額等

／
数

商
ハ
賭

　
　
　
従

56555453昭和51年52

110

100

90

80

70

な
お
、
従
業
員
が
三
十
人
以
上
の
事

業
所
は
、
こ
の
他
に
「
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
構
造
統
計
調
査
」
に
も
ご
協
力

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
昨
年
同
様
、
出
機
・
ね
ん
糸

な
ど
の
特
定
業
種
を
除
い
た
一
～
三

人
規
模
の
事
業
所
に
は
、
　
「
新
潟
県

地
場
中
小
工
業
統
計
調
査
」
の
調
査

票
が
配
布
さ
れ
ま
す
。
あ
わ
せ
て
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
各
種
統
計
調
査
に
お
い
て
、
回
収

さ
れ
ま
し
た
調
査
票
は
、
統
計
作
成

の
た
め
の
み
に
用
い
ら
れ
、
各
事
業

所
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
．

欝
翻
、

固
定
資
産
税
の

　
　
　
　
　
　
　
申
告
を
忘
れ
ず
に

　
住
宅
の
敷
地
に
使
っ
て
い
る
土
地

は
、
事
務
所
、
店
舗
な
ど
住
宅
以
外

の
敷
地
に
使
っ
て
い
る
土
地
に
比
べ

税
金
が
安
く
な
る
し
く
み
に
な
っ
て

い
ま
す
。
昭
和
五
十
七
年
中
に
次
の

　市役所では、12月29日（水）から1月3日

（月）まで平常業務を休ませていただきます。

　ただし、市民生活課、税務課、会計課の窓

口は、29日は1日中、30日は午前中業務を行

っています。

　出張所の業務は休みです。新年は、1月4

日（火）が仕事始めになります。

　衛生施設組合では、’i2月31日（金）から1

月3日（月）まで、ごみ収集を休ませていた

だきます、なお、焼却場へのごみの持ち込み

は、12月29日、30目は1日中、31目は午前中

まで受付けています。埋立て地は30日までで

す。

　お問い合わせは、衛生施設組合（盈2－3924

番）へ。

　　　各種相談へ
〔交通事故相談〕　1月7目（金）

〔定例行政相談〕　1月20目（木）

〔巡回内職相談〕　1月21目（金）

　　　　いずれの相談も

　　時間　午前10時～午後3時

　　会場　市役所市民相談室

とび出し事故…注意！

　12月21日、十日町地区の交通安全協会、交

通安全自治会、市交通指導員の皆さんが本町

通りや駅通りに「あぶないわたるな」　「駐車

禁止」のステッカーを張りました。これは、

9、10月とたて続けに起きた、駐車車輔脇か

らのとび出し事故を、2度と起こさないよう

にと運転者と歩行者に注意を呼びかけたもの

です。

と
お
り
異
動
し
た
人
は
、
五
十
八
年

一
月
二
十
日
（
木
）
ま
で
に
市
税
務

課
固
定
資
産
税
係
に
印
鑑
を
持
参
の

う
え
申
告
し
て
く
だ
さ
い
（
申
告
用

紙
は
税
務
課
に
あ
り
ま
す
）

◎
こ
れ
ま
で
住
宅
の
敷
地
で
な
か
っ

消防出初式昭和58年

た
土
地
に
、
住
宅
を
新
築
や
増
築
し

た
人
。

◎
住
宅
を
取
り
壊
し
た
り
、
住
宅
を

事
務
所
、
店
舗
な
ど
住
宅
以
外
の
も

の
に
か
え
た
人
。

　
お
問
い
合
わ
せ
は
固
定
資
産
税
係

（
盈
七
－
三
一
二
番
内
線
二
〇
五
）

へ
。

地区名 目　時 場　　　所
十日町、川治 1月6目
（鷺轍、。）

　（木）

9時50分

　　～

本町2～市民会館

中条平場 1月16目
（日） 島公民館

（第6分団） 10時～

中条山地 1月9日
　（目） 新水克雪センタ｝

（第7分団） 10時～

六　　　箇 1月22目
（土） 老人福祉センター

（第8分団〉 10時～

吉　　　田 1月9日
　（目） 吉田中学校

（第11、12分団） 10時～

下　　　条 1月9日
（日〉『 下条公民館

（第13、14分団〉 10時～

水　　　沢 1月16目
（日） 水沢小学校

（第15、16、17分団〉 10時～
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慨．・甲ボ篭

懸
艦

鞭

麟
議
　
撃

噂
　
本
年
一
月
か
ら
改
正
さ
れ
た
食
糧
管
理
法
が
施
行
さ
れ
、
新
し
い
食
糧
噂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
管
理
制
度
の
幕
開
け
を
迎
え
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
　
改
正
前
の
食
管
法
は
、
そ
の
規
制
内
容
と
実
態
に
著
し
い
差
異
が
生
じ
巾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伽
法
律
が
守
ら
れ
に
く
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
政
府
は
、
国
民
伽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

“
の
必
要
と
す
る
米
穀
を
自
主
流
通
米
も
含
め
て
管
理
す
る
と
い
う
こ
れ
ま
い

ひ噂

で
の
制
度
の
基
本
を
維
持
し
な
が
ら
、
需
要
や
流
通
の
実
態
に
即
応
し
て
、
㈹

“心

過
不
足
の
需
給
事
情
の
変
動
に
的
確
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
食
糧
管
理
制
㈹

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

。・

度
を
再
編
成
し
た
も
の
で
す
。

め
噂
　
改
正
の
あ
ら
ま
し
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

実
態
に
即
し
て
三
十
年
ぶ
り
に

　
食
糧
管
理
法
は
、
食
糧
不
足
の
昭

和
十
七
年
に
で
き
た
法
律
で
、
不
足

す
る
食
糧
を
公
平
に
分
配
す
る
と
い

う
考
え
方
が
基
本
に
な
っ
て
い
ま
す
．

　
し
か
し
、
そ
の
後
、
食
糧
事
情
が

好
転
し
、
最
近
の
よ
う
に
米
の
生
産

が
過
剰
傾
向
に
な
っ
て
く
る
と
、
法

律
で
は
「
米
穀
通
帳
」
に
よ
る
米
の

購
入
を
義
務
づ
け
て
い
な
が
ら
、
誰

も
が
通
帳
な
し
で
米
を
購
入
し
て
い

る
と
い
っ
た
よ
う
に
実
態
に
合
わ
な

い
制
度
の
仕
組
み
が
目
立
つ
よ
う
に

・●●”●・・

な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
た
め
、
国
民
の
主
食
の
米
の

全
量
を
政
府
が
管
理
し
、
こ
れ
を
安

定
的
に
供
給
す
る
と
い
う
食
管
制
度

の
基
本
的
な
考
え
方
を
維
持
し
な
が

ら
、
米
の
過
剰
や
不
足
の
い
か
な
る

事
態
に
も
的
確
に
対
応
で
き
る
よ
う

な
制
度
に
再
編
成
し
、
無
用
な
規
制

は
緩
和
し
て
「
守
ら
れ
る
食
管
法
」

と
す
る
た
め
三
十
年
ぶ
り
に
法
改
正

が
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。

叢

．

主
糞
な
．
改
正
、
．
丙
、
容

H
集
荷
業
者
制
度

　
こ
れ
ま
で
は
、
農
協
な
ど
生
産
者

か
ら
直
接
集
荷
を
行
う
人
に
つ
い
て

だ
け
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
が
必
要

だ
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
法
改
正

に
よ
っ
て
集
荷
業
者
は
次
の
区
分
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
農
林
水
産
大
臣

の
指
定
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

　
一
次
集
荷
業
者
…
…
生
産
者
か
ら

直
接
集
荷
を
行
う
人
で
、
従
来
の
集

荷
業
者
で
す
。
市
内
で
は
、
十
日
町

市
農
協
と
十
日
町
米
穀
商
協
同
組
合

が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

　
二
次
集
荷
業
者
－
…
⊥
次
集
荷
業

者
か
ら
集
荷
を
行
う
県
段
階
．
の
団
体

で
、
県
内
で
は
、
県
経
済
連
、
県
集

荷
組
合
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

　
特
定
米
穀
集
荷
業
者
…
…
く
ず
米
、

砕
米
な
ど
だ
け
集
荷
す
る
業
者
で
す
。

⇔
販
売
業
者
制
度

ω
、
卸
売
業
と
小
売
業
に
つ
い
て

は
、
一
年
ご
と
に
更
新
す
る
知
事
の

登
録
制
で
あ
っ
た
も
の
が
、
三
年
．
こ

と
に
更
新
す
る
知
事
の
許
可
制
に
改

め
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
く
ず
米
、
砕
米
等
だ
け
の

販
売
を
行
う
人
は
「
特
定
米
穀
販
売

業
者
」
と
し
て
新
た
に
知
事
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　
ω
、
米
の
販
売
は
配
達
を
中
心
に

行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
都
市
部
を
中

心
に
消
費
者
の
持
帰
り
需
要
に
応
え

る
必
要
が
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

人
口
二
十
万
人
以
上
の
市
で
あ
れ
ば
、

小
売
業
者
が
簡
易
な
要
件
で
米
の
販

売
所
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

国
集
荷
・
販
売
業
者
の

　
　
　
業
務
運
営

　
米
は
国
民
の
主
食
と
し
て
政
府
が

全
量
を
管
理
し
て
い
る
も
の
で
す
が
、

国
民
に
対
し
食
糧
を
安
定
的
に
供
給

す
る
上
で
集
荷
、
販
売
業
者
は
重
要

卸売業者

卸
真￥

卸
〃
》

小売業者

な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
か

知
事
の
許
可
を
要
す
る
も
の
と
し
て

法
律
上
の
位
置
付
け
が
明
確
に
さ
れ

ま
し
た
。

　
一
方
、
そ
の
責
任
を
明
確
に
す
る

た
め
、
集
荷
、
販
売
業
者
に
対
し
て

は
、
業
務
運
営
に
つ
い
て
の
指
針
が

示
さ
れ
、
様
々
な
規
制
が
行
わ
れ
て

お
り
、
違
法
な
行
為
が
あ
れ
ば
業
務

の
制
限
、
停
止
、
指
定
、
許
可
の
取

消
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　
な
お
、
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
を

受
け
な
い
で
集
荷
の
業
務
を
行
っ
た

り
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
い
で
販

売
の
業
務
を
行
う
こ
と
は
厳
し
く
禁

じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
違
反
す
る

と
食
管
法
で
最
も
重
い
罰
則
（
三
年

以
下
の
懲
役
ま
た
は
三
百
万
円
以
下

の
罰
金
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

一

小売

穀
者

米
業

定
売

特
販

等
〃

僻
吃

〃
4

　
4
θ

　◎砕米

δ鳩融
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蛋
灌
考
衆
僻
瀦

　
　
　
　
　
　
　
窓
、
協
主
※

　
米
を
政
府
米
と
自
主
流
通
米
と
し

て
、
ま
た
、
限
度
数
量
を
超
え
る
分

に
つ
い
て
は
超
過
米
と
し
て
出
荷
す

る
仕
組
み
は
変
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
米
は
全
量
を
農
協
な
ど
の
一
次
集

荷
業
者
へ
出
荷
し
て
く
だ
さ
い
。
集

荷
業
者
の
資
格
の
な
い
人
に
米
を
売

り
渡
す
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
特
定
米
穀
集
荷
業
者
制
度
が

新
設
さ
れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
く
ず

米
に
つ
い
て
も
、
検
査
を
受
け
て
特

定
米
穀
集
荷
業
者
の
資
格
の
あ
る
人

に
出
荷
し
て
く
だ
さ
い
。

　
米
の
譲
り
渡
し

　
　
　
　
　
制
限
が
緩
和

　
ア
、
縁
故
米
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
親
類
縁
者
な
ど
に
米
を
贈
る
、
い

わ
ゆ
る
「
縁
故
米
」
が
認
め
ら
れ
ま

し
た
。
縁
故
米
の
量
、
回
数
な
ど
は

●縁故米

ゆ
特
に
制
限
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ

の
緩
和
措
置
は
、
こ
れ
ま
で
一
般
に

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
た
び

の
法
改
正
で
追
認
し
た
も
の
で
す
か

ら
、
常
識
的
な
範
囲
に
留
め
ら
れ
、

も
ち
ろ
ん
縁
故
米
に
名
を
借
り
た
不

正
流
通
は
厳
し
く
取
締
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
※
生
産
者
の
無
償
譲
渡
を
「
縁
故

米
」
と
し
、
消
費
者
の
無
償
譲
渡
を

「
贈
答
米
」
と
し
た
の
は
便
宜
的
な

区
分
で
、
法
律
上
の
用
語
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
イ
、
玄
米
に
換
算
し
て
、
三
十
雛

以
下
の
米
を
有
償
で
譲
り
渡
す
こ
と

が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
譲
り

渡
し
の
方
法
は
、
物
々
交
換
、
現
物

支
払
い
な
ど
の
方
法
に
限
ら
れ
て
お

り
、
売
り
渡
す
こ
と
は
認
め
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。

米答贈●

お中元・お最暮

馬＼韓ノ
＼ミ』2

　
　
　
、ノ

牽　
　
　
イ

♪　
　
　
矯
続
の

　
　
　
》

　
　
　
N
．

　
ま
た
、
三
十
難
の
と
り
方
は
、
一

つ
の
譲
渡
行
為
に
つ
い
て
で
、
同
一

人
に
対
．
し
て
何
回
か
に
わ
け
て
譲
渡

す
る
よ
う
な
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。

　
ウ
、
生
産
者
の
譲
渡
行
為
は
、
そ

れ
が
無
償
で
も
有
償
で
も
、
政
府
米

や
自
主
流
通
米
と
し
て
出
荷
し
た
後

で
な
け
れ
ば
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
条
件
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
の

で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

お
米
は
こ
の
看
板
の
お
店
で

お
こ
働

知事許可販亮店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
ー
？
E
i
ヒ
ー
1
『
『

消
費
者
段
階
で
の
主
な
改
正
内
容

え
方
は
、
生
産
者
の
項
で
述
べ
た

「
縁
故
米
」
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同

様
で
す
。

　
ω
、
一
つ
の
譲
渡
行
為
に
つ
い
て

精
米
で
十
雛
以
下
の
米
を
有
償
で
譲

り
渡
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

一
つ
の
譲
渡
行
為
の
考
え
方
に
つ
い

て
も
、
生
産
者
の
項
で
述
べ
た
と
同

様
で
す
。

　
な
お
、
生
産
者
の
場
合
と
異
り
、

有
償
譲
渡
の
方
法
と
し
て
、
売
渡
し

に
よ
る
方
法
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
こ
れ
を
利
用
し
て
、
不
特
定

多
数
の
人
に
十
雛
ず
つ
の
米
を
売
り

捌
く
こ
と
は
法
で
厳
し
く
禁
じ
て
い

る
無
許
可
販
売
と
な
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

H
配
給
制
度
廃
止
に

　
食
管
法
成
立
以
来
四
十
年
に
わ
た

っ
て
続
い
て
き
た
配
給
制
度
が
廃
止

さ
れ
、
政
府
が
責
任
を
も
っ
て
計
画

的
に
供
給
す
る
仕
組
み
に
改
め
ら
れ

ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
配
給
割
当

と
い
う
考
え
方
も
必
要
が
な
く
な
り
、

米
穀
通
帳
が
廃
止
さ
れ
、
旅
行
証
明

の
制
度
も
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
米
穀
通
帳
を
発
行
す
る
必

要
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
そ
の
た
め

に
設
け
ら
れ
て
い
た
転
出
す
る
場
合

の
転
出
証
明
手
数
料
が
無
料
と
な
り

ま
し
た
。

国
輸
送
制
限
が
解
除

　
法
改
正
前
は
厳
し
く
規
制
さ
れ
て

い
た
輸
送
制
限
が
解
除
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
た
め
、
遠
方
に
居
る
子
弟
や

知
人
に
米
を
送
る
場
合
、
こ
れ
ま
で

の
よ
う
に
中
味
を
「
い
も
」
や
「
本
」

な
ど
と
偽
る
必
要
は
な
く
な
り
ま
し

た
。

四
米
飯
提
供
業
者

　
　
登
録
制
度
が
廃
止
に

　
米
飯
提
供
業
者
登
録
制
度
が
廃
止

さ
れ
ま
し
た
．
こ
の
た
め
、
食
堂
な

ど
を
開
設
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
食

糧
管
理
関
係
の
手
続
は
必
要
な
い
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　
米
飯
提
供
業
者
は
、
米
を
「
ご
は

ん
」
と
い
う
形
で
消
費
者
に
供
給
す

る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
た

め
、
配
給
制
度
の
も
と
で
は
、
販
売

業
者
と
同
様
に
知
事
の
登
録
が
必
要

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
配
給
制
度

が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
、
規
制
を
続
け

る
特
別
の
理
由
も
な
い
こ
と
な
ど
か

ら
廃
止
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
国
、
正
規
の
お
米
屋
さ
ん
に
は
「
知

事
許
可
販
売
店
」
の
標
識
が
店
頭
に

掲
示
し
て
あ
り
ま
す
。
お
米
は
こ
の

標
識
の
あ
る
店
か
ら
買
い
ま
し
ょ
う
。

口
米
の
譲
り
渡
し
の

　
　
　
制
限
が
緩
和

　
ω
、
親
戚
、
知
人
な
ど
に
米
を
贈

る
、
い
わ
ゆ
る
「
贈
答
米
」
が
認
め

ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
考

参
加
作
晶
募
集

　
第
三
十
四
回
十
日
町
雪
ま
つ
り
が

二
月
十
二
日
、
十
三
日
の
両
日
、
盛

大
に
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
雪
ま
つ
り
実
行
委
員
会
で
は
、
市

民
の
皆
さ
ん
一
人
一
人
か
ら
雪
に
親

　　雪まつりポスター

ステージは
アブシンベル神殿を模して

し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
、
雪
の
芸
術

展
参
加
作
品
を
募
集
し
て
い
ま
す
．

出
品
　
芸
術
作
品
の
出
品
区
分
は
①

一
般
作
品
、
②
特
別
作
品
、
③
学
童

作
品
の
三
部
門
で
す
。
審
査
対
象
は

一
般
作
品
の
み
で
す
。

審
査
　
雪
ま
つ
り
委
員
会
が
委
嘱
し

た
審
査
員
が
保
存
性
を
考
慮
し
な
が

ら
①
着
想
、
②
技
術
、
③
努
力
の
三

点
か
ら
審
査
し
ま
す
。

表
彰
　
十
目
町
市
長
賞
、
十
日
町
商

工
会
議
所
会
頭
賞
ほ
か
七
賞
、
入
選

特
別
表
彰
　
五
年
及
び
十
年
表
彰

申
込
み
　
一
月
十
六
日
（
日
）
ま
で

に
雪
ま
つ
り
事
務
局
（
B
七
－
三
七

三
二
番
）
へ
。
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下水道使用料金早見表
　　　　　　　　（2カ月当り金額）

　11月25目号にひき続き、来春5月に供用開始され

る公共下水道について、町内別説明会で出された疑

問点等の間答の内容をお知らせします。

融
資
制
度
に
つ
い
て

問
　
　
「
融
資
制
度
」
を
利
用
し
た
場

合
の
一
カ
月
の
返
済
金
額
は
ど
れ
く

ら
い
で
す
か
。

し
答
　
つ
ぎ
の
表
の
と
お
り
で
す
。

借
入
金
額

年
利

返
済
回
数

一
カ
月
返
済

金
額

七
〇
万
円

六
・
五
％

四
＋
八
回

一
六
、
六
〇
〇
円

五
〇
万
円

〃

〃

一
一
、
八
○
○
円

四
〇
万
円

〃

〃

九
、
五
〇
〇
円

問
　
併
用
住
宅
（
工
場
等
）
や
、
一

人
で
二
、
三
軒
建
物
を
所
有
し
て
い

る
場
合
の
貸
付
金
額
は
、
ど
れ
く
ら

い
で
す
か
。

答
　
一
申
込
者
に
七
〇
万
円
が
限
度

で
す
か
ら
、
二
軒
以
上
所
有
し
て
い

て
も
七
〇
万
円
ま
で
が
貸
付
金
額
で

す
。

使
用
料
に
つ
い
て

問
　
横
井
戸
（
穴
）
水
な
ど
「
か
け

水
」
も
使
用
料
を
徴
収
す
る
の
で

す
か
。

答
　
　
「
か
け
水
」
な
ど
で
計
測
装
置

を
つ
け
ら
れ
な
い
場
合
は
、
市
長
が

認
定
し
た
使
用
料
を
徴
収
し
ま
す
。

水
道
水
以
外
の
水
の
み
を
使
用
し

　
た
場
合
、
一
人
当
た
り
月
六
、
m
。

水
道
水
と
併
用
の
場
合
、
一
人
当

　
た
り
月
三
㎡
で
計
算
し
ま
す
。

　
例
え
ば
、
　
「
か
け
水
」
等
の
み
の

使
用
の
場
合
は
四
人
家
族
で
、
六
、
m

×
四
人
で
二
十
四
、
m
で
月
二
、
五
四

〇
円
が
使
用
料
と
な
り
ま
す
。

問
　
消
雪
に
使
用
し
た
水
も
使
用
料

を
徴
収
す
る
の
で
す
か
。

答
　
井
戸
水
等
を
消
雪
の
み
に
使
用

し
た
場
合
は
使
用
料
は
か
か
り
ま
せ

使用量
　　㎡

料　金
　　　　　円

使用量
　　㎡

料　金
　　　　　円

使用量
　　㎡

料　金
　　　　　円

使用量
　　㎡

料　金
　　　　円

1～20 2，000 41 4，310 62 6，740 83 9，260

21 2，110 42 4，420 63 6，860 84 9，380

22 2，220 43 4，530 64 6，980 85 9，500

23 2，330 44 4，640 65 7，100 86 9，620

24 2，440 45 4，750 66 7，220 87 9，740

25 2，550 46 4，860 67 7，340 88 9，860

26 2，660 47 4，970 68 7，460 89 9，980

27 2，770 48 5，080 69 7，580 90 10，100

28 2，880 49 5，190 70 7，700 91 10，220

29 2，990 50 5，300 71 7，820 92 10，340

30 3，100 51 5，420 72 7，940 93 10，460

31 3，210 52 5，540 73 8，060 94 10，580

32 3，320 53 5，660 74 8，180 95 10，700

33 3，430 54 5，780 75 8，300 96 10，820

34 3，540 55 5，900 76 8，420 97 10，940

35 3，650 56 6，020 77 8，540 98 11，060

36 3，760 57 6，140 78 8，660 99 11，180

37 3，870 58 6，260 79 8，780 100 11，300

38 3，980 59 6，380 80 8，900

39 4，090 60 6，500 81 9，020

40 4，200 61 6，620 82 9，140

ん
が
、
消
雪
以
外
の
工
場
用
、
家
庭

用
に
使
用
し
た
場
合
は
、
計
測
装
置

を
設
置
し
て
そ
の
分
だ
け
使
用
料
は

か
か
り
ま
す
。

　
水
道
水
を
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、

水
道
の
水
量
メ
ー
タ
ー
の
使
用
量
で

使
用
料
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

問
　
一
カ
月
ど
れ
く
ら
い
の
使
用
料

に
な
る
の
で
す
か
。

答
　
水
道
水
の
み
を
一
ヵ
月
二
十
五

、
m
使
用
し
た
場
合
の
使
用
料
は
、
二
、

六
五
〇
円
と
な
り
ま
す
。

　
市
で
は
、
上
水
道
の
検
針
を
ニ
カ

月
ご
と
に
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
皆

さ
ん
に
届
け
ら
れ
る
納
付
書
は
ニ
カ

月
分
と
な
り
、
左
表
の
よ
う
に
な
り

ま
す
。都

市
計
画
下
水
道
の

　
　
　
　
変
更
に
伴
う
縦
覧

期
間
の
変
更
に
つ
い
て

　
十
一
月
二
十
五
日
付
市
報
お
知
ら

せ
版
に
掲
載
し
た
十
日
町
市
下
水
道

計
画
の
変
更
の
縦
覧
期
間
を
次
の
と

お
り
変
更
し
ま
す
。

縦
覧
期
間

　
昭
和
五
十
八
年
一
月
五
目
か
ら
、

　
昭
和
五
十
八
年
一
月
十
八
目
ま
で

　
　
（
二
週
間
）

下
水
道
受
益
者

　
　
負
担
金
の
納
付
を
！

　
五
十
七
年
度
第
三
期
の
納
付
期
限

は
、
十
二
月
二
十
五
日
ま
で
で
す
。

　
ご
都
合
で
、
ま
だ
納
付
さ
れ
て
い

な
い
方
は
、
で
き
る
だ
け
早
く
、
金

融
機
関
か
市
役
所
に
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。

省1

工1…
ネミ

　ミル§
ギミ

　1

技
術
指
導
遡
藷
…蔚

轟

　
近
年
、
主
要
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
主
要

原
材
料
の
価
格
は
か
な
り
上
昇
し
て

お
り
、
中
小
企
業
、
特
に
エ
ネ
ル
ギ

ー
多
消
費
型
業
種
で
は
、
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
対
策
が
経
営
上
の
重
要
な
課
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
県
で
は
、
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
指
導
車
を
導
入
し
、
県
内
の
中

小
企
業
の
工
場
な
ど
を
巡
回
し
て
省

エ
ネ
ル
ギ
i
巡
回
技
術
指
導
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ

と
も
活
用
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

●
指
導
対
象
　
県
内
中
小
企
業
の
工

場
、
事
業
所
等

●
指
導
時
期
　
年
間
随
時

●
指
導
内
容
　
エ
ネ
ル
ギ
レ
の
管
理

体
制
、
受
電
設
備
、
電
力
の
効
率
的

使
用
、
重
油
、
ガ
ス
等
の
効
率
的
燃

焼
、
ボ
イ
ラ
ー
の
効
率
的
運
転
、
廃

熱
利
用
な
ど
。
希
望
に
よ
り
代
替
エ

ネ
ル
ギ
i
設
備
の
導
入
相
談
や
経
営

面
の
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。

●
指
導
体
制
　
県
工
業
技
術
セ
ン
タ

i
、
試
験
場
、
中
小
企
業
指
導
班
の

職
員
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
の
専
門

家
で
指
導
班
を
編
成
し
て
指
導

●
費
用
　
無
料

●
指
導
申
込
み
　
県
工
業
技
術
セ
ン

タ
i
十
日
町
試
験
場
（
B
七
－
一
一

〇
四
番
）
に
備
え
て
あ
る
指
導
申
込

書
に
記
入
の
上
、
県
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

設
備
資
金
を
利
用
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
中
小
企
業
者
の
か
た
へ

　
県
で
は
、
設
備
の
近
代
化
、
合
理

化
等
を
計
画
さ
れ
て
い
る
中
小
企
業

者
に
対
し
、
つ
ぎ
の
無
利
子
ま
た
は

低
利
の
設
備
資
金
の
貸
付
制
度
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
第
二
次
募

集
中
で
す
の
で
、
借
入
れ
を
希
望
さ

貸付金の種類

れ
る
か
た
は
早
め
に
市
・
商
工
諜
に

申
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

』
◎
申
込
期
限
　
貸
付
枠
に
達
す
る
震

で
行
っ
て
締
切
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
　
市
・
商
工
課
（
織

七
ー
一
三
三
番
内
線
二
六
六
）

名
　
　
　
　
称

限
　
度
　
　
額

利
　
　
率

償
還
方
法

中
小
企
業
設
備
近
代
化

資
金

所
要
資
金
の
二
分
の
一

以
内

（
一
、
五
〇
〇
万
円
以
内
）

無
　
利
　
子

一
年
据
置

四
年
均
等

（
公
害
防
止
設

備
は
十
一
年
均

等
）

中
小
企
業

設
備
合
理

化
資
金

組
　
　
合

共
同
施
設

所
要
資
金
の
三
分
の
二

以
内

（
一
、
二
〇
〇
万
円
以
内
）

年
四
・
八
％

一
年
据
置

六
年
均
等

企
　
　
業

合
理
化

所
要
資
金
の
三
分
の
二

以
内

（
九
〇
〇
万
円
以
円
）

年
四
・
八
％

一
年
据
置

四
年
均
等
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今
、
東
小
学
校
区
（
大
井
田
地
区

と
新
座
地
区
）
を
一
つ
の
単
位
と
し

て
、
　
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
計
画
」
づ
く

り
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
県
で
、
こ
れ
か
ら
の
地

域
づ
く
り
の
あ
り
方
を
探
求
す
る
た

め
、
　
“
モ
デ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
地
区
”

（5）1川川“川”1川1”とおガ辞3お」配75t釧阪

浅妻教授を囲んで座談会

と
し
て
活
動
の
活
発
な
地
区
の
中
か

ら
三
地
区
選
定
し
ま
し
た
が
、
そ
の

中
の
一
つ
と
し
て
東
小
学
校
区
が
選

ば
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
選
定
に
も
と

づ
い
て
市
も
協
力
し
、
東
小
学
校
区

を
よ
り
住
み
や
す
く
、
魅
力
の
あ
る

地
区
に
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
活
動

を
し
た
り
、
施
設
が
必
要
な
の
か
を

も
り
込
ん
だ
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
計
画
」

を
策
定
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

東
小
学
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ

　
　
　
協
議
会
を
中
心
に

　
大
井
田
地
区
、
新
座
地
区
は
、
こ

れ
ま
で
振
興
会
、
町
内
会
な
ど
を
単

位
と
し
て
、
運
動
会
な
ど
を
除
く
と
、

独
自
な
活
動
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、

東
小
学
校
と
い
う
共
通
の
単
位
で
地

域
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
と

い
う
声
が
あ
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　
モ
デ
ル
地
区
に
選
ば
れ
た
こ
と
を

、
、
、
、
』
・
ー

機
会
に
、
両
地
区
の
各
種
団
体
か
ら

選
出
さ
れ
た
委
員
か
ら
な
る
「
東
小

学
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
」
が

発
足
し
、
計
画
策
定
の
推
進
母
体
と

し
て
、
地
域
の
立
場
に
立
っ
た
計
画

づ
く
り
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

　
計
画
は
、
現
在
地
区
で
行
っ
て
い

る
盆
踊
り
、
運
動
会
、
敬
老
会
な
ど

の
行
事
や
、
振
興
会
、
町
内
会
、
消

防
団
、
体
育
協
会
、
青
年
会
、
文
化

団
体
な
ど
の
活
動
を
だ
し
あ
っ
て
、

九
つ
あ
る
部
会
で
内
容
を
検
討
し
、

問
題
を
抽
出
し
て
、
こ
ん
な
活
動
を

し
て
い
こ
う
、
そ
の
た
め
に
は
こ
の

施
設
が
必
要
だ
、
と
い
う
体
系
づ
け

を
最
終
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織

の
実
態
調
査
を
行
っ
て
現
状
を
把
握

し
、
続
い
て
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

で
地
区
住
民
の
意
向
を
と
り
ま
と
め

て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
の

専
門
家
で
あ
る
新
潟
薬
科
大
学
の
浅

妻
教
授
を
ま
ね
き
、
な
ぜ
今
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
づ
く
り
が
待
た
れ
て
い
る
の

か
の
座
談
会
も
開
催
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
厳
寒
期
に
か
け
て
、
大

井
田
、
新
座
地
区
の
将
来
を
描
く
た

め
の
熱
い
討
論
が
続
け
ら
れ
ま
す
。

若
者
が
と
け
こ
む
地
区
を

　譜
池田又治
協議会長

　
コ
ミ
ュ
ニ
，
テ
ィ
は
形
の
あ
る
も
の

で
な
く
多
様
で
、
挨
拶
ひ
と
つ
と
っ

て
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
す
。
お
金
を

か
け
ず
に
、
特
に
若
い
人
達
が
と
け

こ
ん
で
こ
れ
る
よ
う
な
魅
力
あ
る
地

域
づ
く
り
が
望
ま
れ
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
両
地
区
で
じ
っ
く
り

話
し
合
い
、
本
当
の
意
味
で
の
コ
ミ

ユ
ニ
テ
イ
・
今
く
り
を
め
ざ
し
、
活
動

を
深
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

●この1年間に参加した
地域での活動は

　コミュニティ計画策定のため

東小学校区の全世帯（1，495世帯）

を対象にアンケート調査を行い

ました。

　回収数は1，210世帯で回収率

は80．9％です。

●地域活動に参加
　した理由は

轄
、

搬
翻

』＼

　　　　’聾　　　　　スポーツ大会

鞍をε　な痘．、％

　　餐底活動
　　　31騨　お祭り、盆

　　　　　　鷺蹴ノ

親睦のため

　63．6％

　　その他
　　17．6％

　　4．2％亀糊

、謎

、轟イ

●地域活動に参加する
場合の適当な範囲は

●隣近所とのつながり
　の程度は

　　　識地区振＼

癖　　獄位
町内会単位　東小学校区

＼　24．1％　　単位
　　　　　　　2生5％　ノ

●住みよい地域づくり
　のための活動は

灘’煎＼
　　あまりない
　　　12。（％

　　　　　　　　　　密接
　　　　　　　　　　30．5％

　　　叢誇
　　　つ懸瀞夢が訪る
　　　　　50。7％　　　　ン

ぜひ必要
である

50。7％

　　わからなし
　　　ほか
　　　　13．9％

必要ない
　0．5％

　現在のままで
　よい
＼　34．9％
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上
村
順
平
さ
ん
が

全
国
表
彰
を
受
彰

　　ノ懸

　
上
村
順
平
さ
ん
（
太
田
島
二
）
は
、

昭
和
二
十
六
年
七
月
か
ら
民
生
委
員

と
し
て
尽
く
さ
れ
、
こ
の
た
び
民
生

委
員
・
児
童
委
員
功
労
者
と
し
て
全

国
社
会
福
祉
協
議
会
長
表
彰
を
受
け

ま
し
た
。

十
日
町
市
に
感
謝
状

　
十
目
町
市
は
七
月
一
日
～
九
月
三

十
目
ま
で
県
内
全
市
町
村
が
一
体
と

な
っ
て
実
施
し
た
交
通
安
全
ス
リ
i

・
マ
ン
ス
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
、
創
意

工
夫
を
こ
ら
し
た
交
通
安
全
活
動
を

積
極
的
、
効
果
的
に
行
い
、
交
通
安

全
意
識
の
高
揚
と
交
通
事
故
防
止
に

努
め
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
県
交
通

安
全
対
策
連
絡
協
議
会
か
ら
感
謝
状

を
受
け
ま
し
た
。
十
日
町
市
の
受
彰

は
三
年
連
続
で
す
。

国
民
年
金
委
員

　
　
知
事
表
彰
を
受
彰

　
国
民
年
金
推
進
月
間
に
あ
た
り
、

新
潟
県
国
民
年
金
委
員
と
し
て
長
年

に
わ
た
り
、
制
度
発
展
の
た
め
に
尽

く
さ
れ
た
つ
ぎ
の
五
人
が
県
知
事
表

彰
を
受
け
、
市
役
所
で
伝
達
式
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　
山
本
町
四
丁
目
　
柑
沢
喜
久
治

　
山
本
町
一
丁
目
　
野
村
重
一

　
諏
訪
町
　
　
　
　
青
山
忠
作

　
山
本
町
五
丁
目
　
柑
沢
喜
三
作

　
錦
町
一
丁
目
　
　
斉
木
富
治

ま
た
、
農
業
者
年
金
に
っ
い
て
、
加

入
促
進
を
積
極
的
に
推
進
し
、
農
業

者
年
金
事
業
発
展
に
功
績
が
あ
っ
た

と
し
て
十
日
町
市
農
業
委
員
会
と
十

日
町
市
農
業
協
同
組
合
の
二
団
体
が

農
業
者
年
金
基
金
か
ら
感
謝
状
を
受

彰
し
ま
し
た
。

料
金
先
方
払
い
で
市
外
通
話
が
で
き
ま
す

　
旅
行
や
会
社
の
出
張
な
ど
で
旅
先

か
ら
自
宅
や
会
社
に
電
話
を
か
け
た

い
、
学
生
が
親
元
へ
電
話
を
か
け
た

い
。
こ
ん
な
と
き
に
料
金
着
信
払
通

話
（
コ
レ
ク
ト
コ
ー
ル
）
を
ご
利
用

に
な
る
と
便
利
で
す
。

●
利
用
方
法

①
ま
ず
一
〇
六
番
ヘ
ダ
イ
ヤ
ル

②
交
換
取
扱
者
が
で
た
ら
“
コ
レ
ク

ト
コ
ー
ル
”
と
告
げ
て
、
あ
な
た
の

電
話
番
号
、
名
前
、
通
話
先
の
電
話

番
号
を
告
げ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

公
衆
電
話
発
信
の
場
合
は
、
公
衆
電

話
で
あ
る
と
つ
げ
て
く
だ
さ
い
。

③
交
換
取
扱
者
が
通
話
先
の
か
た
に

料
金
支
払
い
の
諾
否
を
き
き
、
承
諾

が
得
ら
れ
た
と
き
に
接
続
し
ま
す
。

●
料
金
　
料
金
は
通
話
料
の
ほ
か
に

取
扱
手
数
料
九
十
円
を
加
え
て
通
話

先
へ
請
求
し
ま
す
。
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1月の行事予定
月／日 大会・行事 会　　場 主　　　催

1／2
新年
ジョギングマラソン大会

新座公民館
陸上協会・新座
スポーツクラブ

1／6
スキー　ジュニア
クロスカントリー記録会

十　二　社 スキー協会

1月中 寒　げ　い　こ 武道　館 各武道協会

〈中条・桂スキー場〉

新雪を嚇って髭ろうξ4回

　　　　　十日町新年ジョギングマラソン大会

　4年前に新座早朝マラソンクラブを中心に発足した

この大会は、その後のジョギングブームとともに、年

々参加人数も増加しています。昨年は、250名の参加

があり、遠くは青森、大阪など全国的な規模の大会ま

で成長してきています。黙日本一の豪雪地でも、ジョギ

ングマラソン大会ができ、走れるよ∠へをキャッチフ

レーズに開催されているこのマラソン大会　　　　。

　新年への決意を抱き、新雪をけって思いきり走って
みてはいかがですか。

　〔問い合わせ〕新座体協・大久保善雄さん（盈2－2916）

　　　　　　または、市民体育館、体育課に。

∈》①②●∈）∈酢ロ②◎ロ0ロ

　　　　　　　　年末のスポーツ
　ー年間の総決算……年末の大そうじは電力にたよ

らず、自家発電の“ふきそうじ“を。来年は亥年。

いのししスタイルで廊下や台所を進めや進め〃

　コースを新しく整備し、・一プ塔も設

置されました。（面積、約10，200㎡）

〔交　通〕中条駅から東側へ徒歩15分

〔コース〕初級・中級用

〔施　設〕・一プ塔1基

　　　　（土・日・祭日運転）　　　　　．、　　　　一．・．、．講嘗載灘灘

　　　　1日券…大・小人とも800円　　藁欝、離蝶熱夢鷹遜紙y騨瓢・

〔照会先〕山口秀雄（奮7－3017番）　灘繋”藷轡嗜撒・一・や
　　　　　スキー場（盈7－3481番）　離矯綱．・．ボ　　慧欝懸織撚叢

　　　　　　〈下条・中峰スキー場〉

　　　　　　　　　　　家族みんなで楽しめるファミリー向き

　　　　　　　　　　のスキー場です。（面積、約27，400㎡）

　　　　　．　．、．　　〔交通〕下条駅から東側へ徒歩15分
　　　　　　　　齢　　．　　　　　　　　　　　〔コース〕初級・中級・上級用

織噸曜騒〔照会先1撫膿耀円
　漕　験ξ塗覇萎霧灘　　　　　スキー場（雪5－2811番）

縦，・・㌔、

〈十日町市民スキー場〉

眼下に魚沼、頸城連山を望める風光明薄

〔施設〕翫謙織蕊円難難磯難…

：魏騨ll三ll愚難瀞li伽棚

　
年
末
年
始
は
、
多
額

の
現
金
が
動
き
、
人
の

動
き
も
活
発
な
と
き
。

例
年
、
こ
の
時
期
に
は

犯
罪
や
事
故
も
多
く
発

生
し
て
い
ま
す
。
地
域

全
体
で
防
止
に
努
め
、

ゆ
く
年
、
く
る
年
を
楽

し
く
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

盗
難
の
防
止

◎
外
出
時
、
就
寝
前
に

は
必
ず
戸
締
り
を
確
認

◎
多
額
の
現
金
は
家
に
置
か
な
い

◎
金
融
機
関
の
行
き
帰
り
、
人
出
の

多
い
と
こ
ろ
で
は
「
ひ
っ
た
く
り
」

「
ス
リ
」
に
注
意
を
。

　
少
年
非
行
の
防
止

◎
外
泊
、
夜
遊
び
な
ど
は
非
行
の
始

ま
り
。
門
限
な
ど
規
則
正
し
い
生
活

を
子
ど
も
た
ち
に
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

◎
早
期
発
見
、
早
期
補
導
。
不
良
化

の
き
ざ
し
が
見
え
た
ら
早
期
に
警
察

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
交
通
事
故
の
防
止

◎
飲
酒
運
転
を
絶
滅
し
よ
う
〃
”

◎
降
雪
時
の
事
故
を
防
止
し
よ
う
〃
“

　
　
暴
力
の
追
放

　
暴
力
の
被
害
は
ど
ん
な
小
さ
な
も

の
も
泣
き
寝
入
り
せ
ず
警
察
へ
届
出

を
し
ま
し
ょ
う
。

　
〇
十
日
町
地
区
連
合
防
犯
協
会

〇
十
日
町
地
区
接
客
業
者
防
犯

組
合

〇
十
日
町
警
察
署

十日町の

　　入に

　　　　　なりました
□妻有町西1・2丁自

楚繋躍ii募　〔31〕

★
都
会
へ
の
人
口
流
出
が
多
い
昨
今

で
も
、
ゴ
ミ
ゴ
ミ
し
た
東
京
を
離
れ

一
家
全
員
で
、
こ
の
十
日
町
に
移
っ

で
来
た
の
は
、
妻
有
町
の
杉
出
國
志

さ
ん
一
家
（
手
描
き
加
工
）
で
す
。

★
仕
事
の
関
係
で
来
た
こ
の
地
に
、
、

　
「
雪
、
き
も
の
、
そ
し
て
四
季
の
移

り
変
わ
り
が
鮮
明
な
こ
と
に
住
み
た

い
魅
力
が
あ
っ
た
」
　
（
國
志
さ
ん
、

四
十
一
歳
）
そ
う
で
す
。
五
十
五
年

三
月
に
来
て
五
六
豪
雪
も
経
験
済
み
。

そ
れ
で
も
「
こ
こ
に
住
み
た
い
」
か

ら
今
年
九
月
に
家
を
新
築
コ
そ
れ
も

雪
景
色
を
見
た
い
か
ら
ガ
ラ
ス
窓
を

大
き
く
広
く
し
た
と
い
い
ま
す
。

★
「
き
も
の
は
日
本
の
文
化
．
不
況

と
い
わ
れ
る
現
在
だ
か
ら
こ
そ
、
こ

一
こ
に
住
む
人
達
皆
ん
な
の
責
任
に
お

い
て
、
こ
れ
で
し
か
生
き
て
行
く
道

は
な
い
と
、
開
き
直
り
も
大
切
な
こ

と
と
思
い
ま
す
。
十
日
町
の
き
も
の

は
、
必
ず
ま
た
隆
盛
の
時
が
来
る
と

確
信
し
て
い
る
ひ
と
り
で
ず
」
と
國

志
さ
ん
。

★
「
皆
さ
ん
が
や
さ
し
い
人
で
、
東

京
で
は
得
ら
れ
な
い
家
族
的
な
つ
き

あ
い
を
多
く
の
人
と
し
て
い
ま
す
．

家
族
の
皆
ん
な
も
、
よ
う
や
く
、
こ
こ

の
生
活
に
慣
れ
て
来
た
よ
う
で
す
」

と
、
一
家
九
人
の
大
黒
柱
の
知
恵
子

さ
ん
（
蕊
十
三
歳
〉
。

★
「
十
日
町
は
夢
の
あ
る
…
…
そ
ん

な
ま
ち
で
す
。
多
分
こ
こ
で
死
ん
で

ゆ
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
」
と
話

す
お
二
人
の
趣
味
は
、
臼
本
画
を
描

く
こ
と
。
老
後
に
欝
本
中
を
廻
っ
て

絵
を
描
き
た
い
と
話
し
て
く
れ
譲
し

た
が
、
こ
の
十
日
町
で
最
高
に
素
購

ら
し
い
目
本
画
を
一
生
を
か
け
て
．

描
き
あ
げ
て
ほ
し
い
と
思
い
議
す
。

節
藷
麟
難
雛
る

　
交
遷
懸
籔
纏
灘
難
弩
せ

　
一
月
十
・
十
五
・
二
十
・
二
十
五

日
の
午
前
八
時
三
十
分
～
午
後
五
時

ま
で
全
面
交
通
止
め
に
な
り
ま
す
。

　旨

　　　　ハ　　　市民1　　　幽　藩でヒr皿
婁騒e評　r

　域」　　　諏1　蓋
　　　訪ミ＿コヨ蛙謹

r鳳r域
＿　国道“7号繰　一鮪
　　目
　　1
　　閥
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い
よ
い
よ
冬
将
軍
の
到
来
…
…
。

　
コ
タ
ツ
の
中
で
読
書
す
る
の
も
格
別

　
な
も
の
。
今
年
も
冬
季
貸
出
文
庫
を

　
市
内
十
九
ヵ
所
に
設
置
し
ま
し
た
．

　
ど
な
た
も
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ

　
さ
い
。
貸
出
は
一
人
二
冊
以
内
で
期

　
間
は
二
週
間
以
内
で
す
。

　
　
月

　
　
　

　
　
年

　
　
5
8

　
　
　
～

0
　
月0

1

2

　
　
碑

　
　
5

　
　
　

　
　
所

　
　
力

　
　
9

　
　
G

　
　
覧

　
　
一

　
　
所

　
　
本

　
　
配

〔
お
願
い
〕

“
公
民
館
図
書
室
の
本
”
お
よ
び
、

“
こ
だ
ま
号
の
本
”
を
返
し
忘
れ
て

は
い
ま
せ
ん
か
。
忘
れ
て
い
る
人
は

早
め
に
返
却
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
つ
ぎ
に
読
み
た
い
人
が
待
っ
て
い

ま
～
す
。

地区 町　名 配　本　所 世話人 TEL

六　箇
六箇山谷 柳貞太郎 同　左 7－8382

船　　坂 徳永義雄 〃 7－6136

飛　渡 三ツ山 稲原分館

下　条

岩　　野 宕野クラブ 田村　守 5－2619

上新田
大渕英雄 同　左 5－2388

堀　　義一 〃 5－2290

漉　　野 生活改善センター 水落文平 6－2254

水　　口 藤田幹夫 同　左 5－2039

水　沢

大黒沢 宮沢正憲 〃

馬　　場 馬場小学校 8－2069

新　　宮 村山千玄 同　左 8－2735

十日町 高田町 十目町保健所 7－2400

川　治

関　　根 湯川輪店 7－8794

城之古 城之古公民館 高橋秀雄 7－8322

北新田 樋口　義一 同　左 7－1078

中　条 四日町2 滝沢正一 〃 7－0593

吉　田

高　　島 涌井哲司 〃 7－4914

吉田山谷 藤巻　　功 〃 2－3047

稲　　葉 丸山　孝一 〃 7－1865

新潟県史

原始古代1

中世2
近世6
近代2
近代7

予約受付中

　
新
潟
県
史
編
さ
ん
室
で
は

来
年
三
月
刊
行
予
定
の
五
巻

の
予
約
を
受
付
中
で
す
。

★
頒
布
価
格
o
原
始
古
代
ω

五
千
五
百
円
o
中
世
図
、
近

代
ω
各
四
千
九
百
五
十
円

○
近
世
㈲
、
近
代
ω
各
四
千

九
百
円

★
申
込
先
　
〒
九
五
一
新
潟

市
学
校
町
通
一
－
六
〇
二

新
潟
県
総
務
部
県
史
編
さ
ん

室
（
盈
〇
二
五
二
－
二
三
－

五
五
一
一
番
）

★
申
込
方
法
　
は
が
き
に
住

所
、
氏
名
、
購
入
巻
名
、
冊

数
、
公
利
用
別
、
電
話
番
号

を
記
入
し
て
、
申
込
み
を
。

生徒募集〃差壽制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
学
願
書
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
学
考
査
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
（
出
身
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
入
学
試
験
日
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
学
力
検
査
の
教
科
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
、
数
学
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
詳
細
の
問
い
合
わ
せ
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
等
学
校
中
心
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
番
）
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

團
圃
閣
酬
幽
重
体
育
館
が
竣
工

　
今
年
七
月
か
ら
着
工
し
た
野
中
小
　
　
体
育
館
が
完
成
し
、
十
二
月
十
八
日

学
校
（
長
谷
川
信
夫
校
長
）
の
屋
内
　
　
ω
に
竣
工
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
議
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
工
事
費
約
五
千
万
円
で
建
築
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
た
こ
の
体
育
館
は
、
地
す
べ
り
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帯
と
い
う
こ
と
で
、
近
年
建
設
さ
れ

購

．騨

騰
難

　
県
立
十
日
町
高
等
学

校
で
は
、
昭
和
五
十
八

年
度
の
定
時
制
課
程
の

生
徒
を
次
の
要
項
で
募

集
し
ま
す
．

〔
募
集
人
員
〕

　
普
通
科
一
学
年
、
四

十
名

〔
願
書
受
付
〕

　
二
月
一
目
㈹
か
ら
二

月
八
日
㈹
正
午
ま
で

〔
出
願
手
続
き
〕

　
受
験
票
、
調
査
書
、

（
三
百
五
十
円
）
を
在

中
学
校
長
を
経
て
提
出
。

　
　
　
三
月
十
六
日
困

　
　
　
　
　
国
語
、
社

理
科
、
英
語
の
五
教
科

　
　
　
　
　
　
十
日
町

　
　
　
（
盈
二
i
三
五
七

　
　
　
　
　
　
　
　
い
。

た
体
育
館
の
中
で
も
め
ず
ら
し
い
木

造
の
も
の
。
し
か
し
外
観
ひ
と
つ
と

っ
て
も
素
晴
ら
し
い
施
設
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　
特
に
、
夜
間
解
放
の
た
め
の
専
用

玄
関
を
設
置
す
る
な
ど
、
建
設
面
積

四
百
六
十
二
平
方
材
の
こ
の
体
育
館

は
、
今
後
の
地
域
の
健
康
づ
く
り
の

拠
点
施
設
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。

　
シ
ン
ナ
ー
や
接
着
剤
を
使
っ
て
遊

ぶ
青
少
年
の
数
が
あ
と
を
た
た
な
い

昨
今
で
す
。
市
少
年
育
成
セ
ン
タ
…

（
饗
七
ー
八
九
一
八
番
）
で
は
、
家

庭
や
学
校
な
ど
地
域
全
体
で
、
シ
ン

ナ
ー
接
着
剤
の
乱
，

用
を
防
止
し
漢
う

と
呼
び
か
け
て
い

ま
す
。家

庭
で
は

　
　
　
　
　
　
　
し

万
全
を
期
す
ほ
か
、
P
T
A
な
ど
の

会
合
で
は
、
乱
用
防
止
に
つ
い
て
の

注
意
を
喚
起
し
ま
し
ょ
う
。

　
子
ど
も
た
ち
自
身
、
学
校
、
家
庭

と
一
体
化
し
た
防
止
を
呼
び
か
け
裟

シンナー
や接着剤

　　　の
乱用防止

　　　を

す
。

　
・
日
ご
ろ
、
子
ど

も
た
ち
の
持
物
や

友
人
関
係
に
気
を

く
ば
ゆ
、
特
に
次

の
よ
う
嶽
徴
侯
に

ご
濫
慧
を
濯

○
吐
く
恩
、
衣
服

職
場
で
は
．

部
屋
の
中
が
シ
ン
ナ
ー
臭
い
。
○
顔

色
が
悪
く
、
食
欲
も
な
く
怠
け
ぐ
せ

が
つ
く
。

学
校
で
は

　
距
纏
い
使
期
方
法
や
、
有
毒
性
、

危
険
性
を
牽
分
理
解
さ
せ
、
管
理
に

　
有
害
性
、
危
険
性
の

．
指
導
を
徹
底
じ
、
業
務

用
シ
ン
ナ
ー
な
ど
の
管

理
を
厳
重
に
し
ま
し
よ

う
。

販
売
店
で
は

　
正
し
い
使
用
方
法
を

説
明
し
、
乱
用
の
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
．
簸
ー

売
し
な
い
よ
う
に
し
談
し
ょ
う
。

地
域
で
は

　
地
域
ぐ
る
み
で
翫
用
防
止
運
動
を

展
開
し
乱
用
し
て
い
る
の
を
見
か
け

だ
ら
関
係
機
関
に
ご
連
絡
を
グ

ゆ
ず
り
ま
す
・
ゆ
ず
つ
て
く
だ
さ
い

◆
12
月
1
5
日
ま
で
の
受
付
分
（
希
望
者
は
市
役
所
経
済
部
商
工
課
内
消
費
者
協
会
へ
）

父ス 宇セ 編 ラ 机 節オ
口

二二 六 口口

型キ 百 テ （
ス

5i
コ 色リ チ 卜 ゆ
ク
ー
　
1
フ

カ 1
ル

ノミ

ツ 製
名 ず

、ク靴 カ 機 セ ） イ
）

』26 48 新 中 規
り

●

5
年 〃 〃

cm 型 口
口口 古 格 ま

三三
万万

十十
三二 相 三 一

万
相 希

望
す

八円 万万 談 万 五 談
千～ 円円 で 円 千 で

価
格円 ～ 円

ブす レテ 徳ス ス 卓

ベ
ラ

コ 学キ
年 卜

品 ゆ

り 琴 ii 胆1 球 ず
ンムロ

コと
ダ
i ブ

＿一』　』

式

i
、、フ ム

ロ

名

つ
て

〃

〃
σ

〃 〃 〃 中
古

規
格

く
だ
さ

〃 〃 〃 〃 〃

相
談
で

希
望
価
格

い
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朋
壽
跳
臨
難
鮒
の
し
く
み

◎
児
童
手
当
、
特
例
給
付

　
十
八
歳
未
満
の
児
童
を
三
人
（
義

務
教
育
終
了
前
の
児
童
を
含
む
）
以

上
養
育
し
て
い
る
場
合
に
、
支
給
さ

れ
ま
す
。
児
童
手
当
を
所
得
制
限
に

ょ
り
受
給
で
き
な
い
厚
生
年
金
等
の

加
入
者
に
対
し
、
事
業
主
負
担
に
よ

る
特
例
給
付
が
、
一
定
の
所
得
の
範

囲
内
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
手
当
月
額
　
対
象
児
童
一
人
の
場

口
亭

δ

灘、

合
五
千
円
（
市
民
税
所
得
割
が
な
い

場
合
七
千
円
）

◎
児
童
扶
養
手
当

　
父
と
生
計
を
同
一
に
し
な
い
次

の
児
童
を
養
育
・
監
護
す
る
母
、
ま

た
は
養
育
者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
対
象
児
童
　
父
母
が
離
婚
し
た
児

童
。
父
が
遺
棄
・
死
亡
・
拘
禁
・
生

死
不
明
・
法
に
定
め
る
障
害
の
状
態

等
の
児
童
。
父
が
い
な
い
未
婚
の
母

の
児
童
。

　
所
得
制
限
等
　
本
人
、
扶
養
義
務

者
及
び
配
偶
者
の
所
得
に
よ
る
支
給

制
限
が
あ
る
ほ
か
本
人
、
児
童
が
障

害
・
老
齢
福
祉
年
金
以
外
の
公
的
年

金
を
受
給
で
き
る
場
合
は
除
か
れ
ま

す
。

　
手
当
月
額
　
対
象
児
童
一
人
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

身10
体力
測月
定児

育診4
児並カ

　月学び児
級に健

児1

健歳
　6
診カ

月

3
歳
児
健
診

事
業
名

Q　　お

雪　願
の　　い

た一め歯1健科歳
診健6に診力
こが月
らあ児
れ　り　・

な　ま　3

いす歳
方か6は　ら力

交歯月
通を児
事きの
情れ方
がいは
よ　に

く　み

な　が

つ　い

て　て

か来
ら　て

お　く

い　だ
で　さ

く　い

だ　o
さ
い
Q

　1
（月月
＿
24
　
日

　1
呆月
）26
　日

　1
釜月
＿21
　日

　1
宋月
＿19
　目

期
目

～午
　後
3　1
時時

～午
　後
1　1
時時
30
分

～午後

2　1

時時

～午
後
2
　
1
時
時

受
付
時
問

保
健
セ
ン
タ
1

会
場
名

るもっ生57
璽蓄れ年
の外の3
あで児月

生57
れ年
の　9
児月

生56
れ年
の7
児月

生54
れ年
の7
児月

対
象
児

全　　　　　域

参
集
区
域

合
三
万
二
千
七
百
円

◎
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
心
身
に
障
害
の
あ
る
児
童
が
、
法

に
定
め
る
一
、
二
級
の
障
害
の
状
態

に
あ
り
、
家
庭
で
養
育
さ
れ
る
方
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

　
所
得
制
限
等
　
本
人
、
扶
養
義
務

者
及
び
配
偶
者
の
所
得
に
よ
る
支
給

制
限
が
あ
る
ほ
か
児
童
が
障
害
に
よ

る
公
的
年
金
を
受
給
で
き
る
場
合
は

除
か
れ
ま
す
。

　
手
当
月
額
　
一
級
三
万
七
千
七
百

内
、
二
級
二
万
五
千
百
円

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
児
童
手
当
、

特
例
給
付
・
児
童
扶
養
手
当
は
市
民

生
活
課
年
金
係
、
特
別
扶
養
手
当
は

市
社
会
福
祉
事
務
所
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　
寄
付
あ
り
が
と
う

交
通
遺
児
へ

　
▼
加
賀
糸
屋
町
　
七
千
四
百
円
（
町

内
廃
品
回
収
）
　
▼
加
賀
糸
屋
町
七

千
七
百
円
（
町
内
廃
品
回
収
）

、環識「　

電報電話局全電通

　十日町分会（泉町）

午前10時～午後3時

明日といわず今献血しましょう
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療
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一
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療
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土
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西
浦
町
東
）
　
…

い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

一
　
　
　
　
盈
2
の
3
2
7
6
番
…

け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

・
9
日
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）
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い
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（
成
人
の
目
）
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…
3
0
日
中
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病
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（
北
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）
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い

一
　
　
　
　
B
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3
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番
一

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曹

…
：
一
：
－
：
－
：
：
ー
：
：
：
：
：
：
：
ー
：
：
：
：
－
：
［

市
・
県
営
住
宅
の

　
　
　
　
入
居
者
募
集

　
市
で
は
、
市
・
県
営
住
宅
の
四
団

地
（
谷
内
丑
市
営
十
三
戸
、
黒
沢
市

県
営
四
戸
、
四
目
町
市
営
一
戸
、
八

幡
田
市
営
一
戸
）
十
八
戸
の
入
居
者

を
募
集
し
ま
す
．

　
入
居
希
望
者
は
一
月
五
日
～
十
二

日
の
間
に
市
・
建
設
課
（
盈
七
－
三

一
一
一
番
内
線
二
五
〇
）
に
申
込
ん

で
く
だ
さ
い
。
　
（
申
込
み
用
紙
も
建

設
課
に
あ
り
ま
す
）

むし歯のないよい子
　　　　　　　（12月分）

氏　　　　名 住　　　　所 保護者

樋口　陽介 上　　川　　町 三雄

大熊　和彦 五軒新田 丈夫

久保田亜紀 南新田町 紀次

富沢　　彰 五軒新田 茂

関口　友哉 本町7丁目2 茂

星野　詞恵 旭　　ケ　丘 晴男

斉木　幸彦 北新田　1 幸…

小川　直美 谷内丑2 国吉

福崎　隼人 田　　　　麦 武

吉沢　伸介 北鐙坂2 進

和田　紘子 峠 順一

佐藤　彩子 幸　　　　町 富治

富井紗矢子 馬　　場　　2 昇一

上村　　　巧 南　　　　雲 耕司

産
業
別
最
低
賃
金
が
改
定
に

　
こ
の
た
び
新
潟
県
産
業
別
最
低
賃

金
の
一
部
が
改
定
に
な
り
、
十
二
月

六
日
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

園
食
料
品
製
造
業

　
輌
日
…
三
千
三
百
六
十
円
（
時
間

給
労
働
者
は
一
時
間
四
百
二
十
円
）

た
だ
し
、
手
作
業
に
よ
る
洗
び
ん
、

箱
詰
め
、
魚
介
類
の
内
臓
取
り
出
し
、

殻
出
し
ま
た
は
レ
ッ
テ
ル
は
り
、
清

掃
、
片
付
け
、
賄
い
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
軽
易
な
業
務
に
主
と
し
て
従

事
す
る
人
は
、
新
潟
県
最
低
賃
金
の

三
千
五
十
三
円
（
時
給
者
三
百
八
十

二
円
〉
を
適
用
。

幽
出
版
・
印
刷
・
同
関
連
産
業
（
速

記
・
筆
耕
・
複
写
業
を
含
む
）

　
幽
日
…
三
手
五
百
二
十
八
円
（
時

間
給
労
働
者
は
一
時
間
四
百
四
十
葡

円
）

　
た
だ
し
、
①
雇
入
れ
後
六
ヵ
月
未
満

の
技
能
習
得
中
の
人
　
②
印
刷
物
の

整
理
、
は
さ
み
込
み
、
封
筒
入
れ
、

帯
封
、
清
掃
、
片
付
け
、
賄
い
そ
の

他
こ
れ
に
準
ず
る
軽
易
な
業
務
に
主

と
し
て
従
事
す
る
人
は

　
禰
田
…
三
干
百
九
十
二
円
（
時
閥

給
労
働
者
は
齢
時
間
三
百
九
十
九
円
）

幽
卸
売
業
・
小
売
業

　
一
日
…
三
干
二
百
八
十
円
（
時
闇

給
労
働
者
は
一
時
間
四
百
十
円
）

　
た
だ
し
、
①
飲
食
店
、
②
清
掃
、

片
付
け
ま
た
は
賄
い
の
業
務
に
主
と

し
て
従
事
す
る
人
は
新
潟
県
最
低
賃

金
を
適
用
。

　
な
お
、
繊
維
産
業
、
木
材
・
木
製

品
・
家
具
・
装
備
品
製
造
業
、
機
械

金
属
製
晶
等
製
造
業
及
び
自
動
車
整

備
業
の
各
最
低
賃
金
は
近
く
改
定
さ

れ
る
予
定
で
す
。

　
詳
し
く
は
十
日
町
労
働
基
準
監
督

署
（
密
二
ー
二
〇
七
九
番
〉
へ
。


